
 

 

 

 「一般競争入札」は広く入札参加者を募り、豊後大野市が定める予定価格以上で最高の

価格をもって入札した者を売買契約の相手方とするものです。 

 入札参加を希望される方は、次の各事項をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

 １ 売払い物件 

物件名 
物件①大野町田代字津

留 市有地 
所在地 豊後大野市大野町田代字津留 1551 番 1 

土地 

物件の所在地番 地目 地積（㎡） 
備  考 

定着物及び付属

物を含み現状の

ままでの引渡し

となります。 

 

 

豊後大野市大野町田代

字津留 1551 番 1 

  

宅地 

 

2,145.94 

 

参 考 価 格 2,060,000 円（金額変更有） 

 

物件名 
物件②川北特定公共賃

貸住宅 
所在地 豊後大野市大野町田代字津留 1551 番 1 

建物 

 

物件の所在地番 
構造・種

類 
数量（㎡） 

備  考 

定着物及び付属

物を含み現状の

ままでの引渡し

となります。 

 

 

豊後大野市大野町田代

字津留 1551 番 1 

 【主である建物】 

鉄筋コン

クリート

造 瓦葺

２階建 

共同住宅 

 

１階 

296.16 

２階 

296.16 

計 

592.32 

 

豊後大野市大野町田代

字津留 1551 番 1 

 【附属建物①】 

コンクリ

ートブロ

ック造 

ストレー

ト葺  

平家建 

倉庫 

 

28.80 

一般競争入札参加申込要領 



建物 

 

豊後大野市大野町田代

字津留 1551 番 1 

 【附属建物②】 

鉄筋コン

クリート

造 陸屋

根平屋建 

ブロア室 

 

2.49 

定着物及び付属

物を含み現状の

ままでの引渡し

となります。 

参 考 価 格 10,705,000 円（金額変更有） 

 

＊参考価格は、入札の際の目安となる価格です。 

 

 ２ 現地説明会 

開催日 開催時間 開催場所 

令和８年７月２４日（金） 午前９時００分～１０時００分 

 

現地にて 

 

＊現地説明会に参加する場合は、事前の予約（電話可）をお願いします。 

＊当日は現地へ直接お越しください。 

＊現地説明会に必ず参加する必要はありません。 

 

 ３ 入札参加者の資格等 

（１）入札の参加者となることができるのは、個人及び法人とします。 

   ＊２名以上の連名（共有）による入札参加も可能です。 

 （２）次の事項に該当する者は、入札に参加できません。また、市有財産を売却する際

の入札参加資格確認にあたり、豊後大野市暴力団排除条例（平成２３年豊後大野市

条例第９号）施行に伴い、申込者が暴力団関係者でないことを大分県警察本部に照

会しますので、ご了承ください。 

    なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を

含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には、一切使用しません。 

   ①契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人等） 

   ②破産者で復権を得ていない者 

   ③会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第１７条に基づく更正手続き開始の申

し立てがなされている者。ただし、更正手続き開始の申し立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく再生手続き開始の申し立てがなされ

ている者。ただし、更生計画認可決定又は再生計画認可がなされている場合はこ

の限りでない。 

   ④地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいず



れかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過しない者及び

その者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する場合。 

   ⑤国税及び地方税又は支の使用料等に滞納がある者 

   ⑥個人又は法人の役員等（注）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当

する者 

   （注）役員等とは、法人の役員及び役員以外の者で支店又は営業所を代表する者を

いう。 

   ⑦当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

   ⑧次のいずれかに該当する者 

    ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

    イ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加

える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 

    ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

    エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

   ⑨前記⑥から⑧に該当する者の依頼を受けて応募しようとする者 

 

 ４ 入札参加申し込みの受付 

（１） 入札参加申し込みの受付期間及び受付場所は、次のとおりです。 

① 受付期間 令和８年７月６日（月）～令和８年７月１７日（金） 

     午前８時３０分～午後５時１５分まで（土・日曜、祝日は除く） 

② 受付場所 豊後大野市建設課建設企画係（豊後大野市役所本庁３階） 

（２） 申し込み方法 

一般競争入札参加申込書に必要事項を記入・押印（実印）のうえ、申し込みに必

要な書類を添えて受付期間内に建設課建設企画係（豊後大野市役所本庁３階）へ

直接持参してください。 

 ＊電話、郵送等による申し込みはできません。 

 （３） 申し込み時添付書類（各１通） 

① 市税完納証明 

② 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書） 

③ 身分証明書 外国人の場合は、 住民票 

                    法人の場合は、登記事項証明書 

④ 誓約書 

＊共有の場合は、連名者全員の書類が必要となります。 



＊各証明書は、受付時において発行後３ケ月以内のものに限ります。 

＊身分証明書は、本籍地の市町村で交付することとなっています。 

＊添付書類は、返却いたしません。 

 （４）一般競争入札参加申込受付書 

    申し込み受付時に、一般競争入札参加受付書を交付しますので、入札当日に必ず

持参してください。 

 （５）申し込みにあたっての留意事項 

    所有権の移転登記の際に共有の希望がある場合、共有予定者全員が連名で申し込

みください。 

 

 ５ 無効申し込み 

   次のいずれかに該当する申し込みは、無効となります。 

① 入札参加申込者として資格がない者のした申し込み。 

② 所定の申込書によらない申し込み。 

③ 住所・氏名の記入漏れ、押印漏れ、その他申し込み要件を認定しがたい申し込み。 

④ 前各号に定めるものを除くほか、特に指定した事項に違反した申し込み。 

 

 ６ 契約上の主な特約 

   物件の売買契約には、次の特約を付しますので、これらの定めに従っていただくこ 

ととなります。 

（１） 禁止する用途 

① 落札者は、売買契約締結の日から１０年間、売買物件を暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であるこ

とが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供されると

こを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買契約締結を第三

者に貸すことはできません。 

② 落札者は、売買契約締結の日から５年間、売買物件を風俗営業等の規則及び業務

の適性化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する

性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供

されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件を

第三者に貸すことはできません。 

（２） 違約金 

落札者は、正当な事由なく前記（１）に定める義務に違反した場合は、売買代金

の１００分の３０の違約金を豊後大野市に支払わなければなりません。 

（３） 契約の解除 



売買契約に定める義務を履行しないときは、催告なしに契約を解除することがで

きます。 

（４） 実地調査 

上記（１）の定める義務の履行条件を確認するため、随時、売却物件の利用状況

について実地調査を行うことがあります。実地調査の際には、買受者に協力して

いただくこととなります。 

（５） 瑕疵担保責任 

市は、売買物件に契約を締結した目的を達成することができない瑕疵が発見され

た場合においても、瑕疵担保責任を負いません。 

 

 ７ 入札の日時及び入札会場 

入 札 日 時 入 札 場 所 

令和８年８月４日（火）９：００～ 豊後大野市役所４階 正庁ホール 

＊開始時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

＊入札締め切り後即時開札します。 

 

 ８ 入札保証金 

（１） 入札参加者は、各自が見積もる入札金額の１００分の５以上の入札保証金を現金

又は銀行振り出し小切手で入札当日納付しなければなりません。 

  【銀行振り出し小切手について】 

１．振出人、支払人とも同一金融機関である。 

２．持参人又は無記名である。 

３．線引き小切手である。 

４．振出日から５日以内である。 

５．大分手形交換所加盟店のものである。 

（２） 入札保証金の返還等 

① 落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、直ちに入札者に返還します。 

② 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は返還いたしません。 

 

 ９ 入札 

（１） 入札時に持参するもの 

① 入札保証金（入札金額の１００分の５以上） 

② 一般競争入札参加申込受付書 

③ 実印 

＊ 法人の場合は、代表者印を持参すること。代理人が入札する場合、代表

者印を押印した委任状と代理人の認め印が必要となります。 



（２） 入札の方法 

① 入札参加者は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名・押印（実印）のうえ、

入札執行者の指示に従って入札書を提出してください。 

② 入札は、代理人に行わせることができます。この場合、当該代理人をして、委

任状を提出してください。 

（３） 入札の無効 

   次の事項に該当する入札は、無効とします。 

① 入札者として資格のない者のした入札。 

② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと

認められる者のした入札。 

③ 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足ある者のした入札。 

④ １つの物件に同一の入札者又は代理人から２通以上の入札書が提出された入

札。 

⑤ 入札金額を訂正した入札。 

⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札。 

⑦ 前各号に定めるもののほか契約担当者において特に指定した事項に違反した

入札。 

 

 １０ 落札者の決定 

（１） 落札者は、豊後大野市が定める予定価格以上の価格の最高の価格をもって入

札した者とします。 

（２） 落札者となるべき同額の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該

入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引

かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない豊後大野市職員

にくじを引かせます。 

 １１ 再度入札 

（１） 再度入札 

① 開札時に、予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行

います。 

② 再度入札の回数は、２回以内とします。 

③ 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、

当該入札が無効とされなかった者に限ります。 

（２） 再度入札の保証金 

① 再度入札を行う場合は、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度

入札保証金の納付があったものとみなします。 

② ただし、再度入札において、入札保証金が不足する場合は、不足分を積み足



すこととなります。 

 

 １２ 契約の締結等 

（１） 落札者は、落札決定の通知を受けた日から７日以内に落札価格の１割以上の

代金を契約保証金として納付し、売買契約を締結していただきます。契約が

なされない場合は、その落札者は失効します。なお、入札保証金は返還いた

しません。 

（２） 落札者が契約を履行しない場合 

（３） 売買契約書に貼る収入印紙は、購入者の負担となります。 

 

 １３ 売買代金の支払期限 

（１） 売買代金は、１ケ月以内に全額一括して納付していただきます。 

 

 １４ 所有権の移転等 

（１） 所有権の移転は、売買代金全額の支払いがあった日とし、同時に物件を引き

渡します。（＊物件は、現状有姿のまま引き渡します） 

（２） 所有権の移転登記は、物件の引き渡し後に豊後大野市が行います。 

（３） 所有権の移転登記に必要な登録免許税は、購入者の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

受付期間：令和８年７月 6日（月）から７月１７日（金）まで 

 

 

 

 現地で物件に関する説明を行います。 

        令和８年７月２４日（金） 

 

 

        受付した申込書を警察本部へ照会します。 

 

 

  入札日：令和８年８月４日（火） 

  場 所：豊後大野市役所本庁舎４階正庁ホール 

 

 

  入札締切後、入札者の面前で開札し落札者を決定します。 

 

 

  落札者には、入札終了後契約に関する必要書類を交付します。 

 

 

  落札決定日から７日以内に売買契約を締結 

  契約保証金として落札価格の１割以上を納付。 

  ＊契約書に貼付する印紙代は購入者の負担となります。 

 

 

  契約の締結後、１ケ月以内に全額一括して納付となります。 

 

 

  市が所有権の移転登記を行います。 

  ＊所有権移転登記に必要な登録免許税は購入者負担となります。 

申し込みから所有権移転までの流れ 

① 入札参加申し込み 

② 現 地 説 明 会 

④ 入 札 の 実 施 

⑤ 落 札 者 の 決 定  

⑥ 落札者への契約説明 

⑦ 売買契約の締結  

⑧ 売買代金の支払い 

⑨ 所有権の移転登記 

③ 入札参加資格の審査 


